
 

・住民意見聴取の実施について 

海岸法の規定により、必要に応じ住民意見を聴取し反映することとされてい

る。 
 
海岸法第二条の三 

５ 関係海岸管理者は、前項の案（海岸保全基本計画案）を作成しようとする場合において必要

があると認めるときは、あらかじめ公聴会の開催等関係住民の意見を反映させるために必要

な措置を講じなければならない。 

 

・パブリックコメントとは 

パブリックコメント制度（意見公募手続制度）について 国等の行政機関は、
政策を実施していくうえで、さまざまな政令や省令などを定めます。 これら政
令や省令等を決めようとする際に、あらかじめその案を公表し、広く国民の皆

様から意見、情報を募集する手続が、パブリックコメント制度（意見公募手続）

です。 
 

・今回の実施予定 

案件名 島根県海岸保全基本計画改訂（案）について 

意見募集期間 ９月下旬から１ヶ月（本委員会議事に応じ修正・承認後） 

実施部局 農林水産部 漁港漁場整備課 

公表方法 

（実施要綱 

 第５） 

 

 

必 

 

 

須 

① 県ホームページへの掲載 ９月下旬 up 予定 

② 県政情報センター、県政情報コーナ
ーにおける閲覧 

① に併せ閲覧 
 

③ 報道機関への発表 ① に併せ発表 
④ 新聞による広報 10/20 掲載予定 

⑤ しまねｗｅｂモニターへのメール
送信 

① に併せ送信 

必要に応じ、テレビ・ラジオ等による広報、アンケート、意

見交換会等を実施（今回は予定なし） 

 

・パブリックコメントの意見反映 

パブリックコメントによる住民意見を整理。 

対応方針について、必要に応じ委員の皆様のご意見を伺いながら決定する。 

住民意見対応の周知については、改訂海岸保全基本計画の周知と共に行う。 

資料４
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ホームページの例　
漁港漁場整備課のホームページに作成し、広聴広報課にリンクを張る（必須）
河川課、港湾空港課、農地整備課は必要に応じリンクを張る





③新聞掲載の例






